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御意見及び御意見に対する国税庁の考え方 
 

区分 御意見 御意見に対する国税庁の考え方 

酒類の製法に

関する御意見 

 

 

 

 

 

・何故、『純米タイプに限定』するの

か。昨今の純米酒ブームの影響もあ

るのだろうが製造の側からアル添酒

を否定するような条件を付する理由

がわからない。 

・地理的表示の製法については、産

地の清酒製造者の皆様が、地域ブラ

ンドをどのように形作っていくか

との観点も含めて協議を重ね、合意

形成されたものであり、これを尊重

すべきものと考えます。 

 

酒類の特性に

関する御意見 

・一枚目の第１の（注）の１行目「19

号。」は「19 号」のほうが良いと思

います。三枚目の２（２）ロの１行

目の例と同様に。 

・二枚目の最下行から上に４行目「余

呉町」は「余呉町（現・長浜市）」の

ほうが良いと思います。 

・記述を訂正いたしました。 

・以下、意見を行う。＞第４ 生産基

準＞１ 酒類の産地に主として帰せ

られる酒類の特性に関する事項＞

(2) 酒類の特性が酒類の産地に主と

して帰せられることについて＞イ 

自然的要因 

盆地特有の昼夜の気温差があるた

め、酒米にどんな特性が生じるのか、

また、冬期の盆地特有の底冷えによ

る穏やかな発酵はどんな効果がある

のか、についての記述があった方が

良いのではないかと思われた。また、

水についての記述が欠けているよう

に思われるが、水についての記述（水

質やあるいは山々の様子や地質など

についての記述があるとよいのでは

ないかと思われる。）も行っておく方

が良いのではないかと思われた。意

見は以上である。 

・地理的表示の特性については、産

地の清酒製造者の皆様が、地域ブラ

ンドをどのように形作っていくか

との観点も含めて協議を重ね、合意

形成されたものであり、これを尊重

すべきものと考えます。 

 

 


